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◎市民利用施設等のあり方について 
 
【現状について】 
・市民利用施設について、施策の推進を図るため、これまでは施策目的ごとに

施設整備を進めてきたことから、本市が所有する施設が多く、施設の維持・

運営にかかる経費も大きい（別紙①約 1,300 施設、税等ベース 163 億円）。 
 
・「公の施設」の管理については、平成 15 年度に指定管理者制度が導入される

までは、制度上、外郭団体等に限定されていましたが、民間活用の算入が図

られ、さらなる市民サービスの向上とより効率的・効果的な運営が求められ

ている。 
 
・少子・高齢化の進展など社会情勢は大きく変化しており、市民ニーズの多様

化により、施設の開館時間延長など、市民ニーズに適合した利用が求められ

ている。 
 
・他都市の状況や利用実態も踏まえながら、施設をこのまま継続して「公の施

設」として維持していく必要があるのかどうかについて、一定判断する時期

にきている。 
 
・また、民間サービスも成長し、類似施設も多く見られることから、民間移管

の検討も必要である。 
 
・受益と負担の適正化の観点から、他都市の状況等を比較して使用料等の  

改定を行うとともに、料金徴収のあり方等の検討が必要である。 
 
 
 
【課題について】 
・施設の転用や民間移管等の検討にあたっては、スポーツセンターや男女共 

同参画センターなど、建物がまだ新しく、合築施設であることなどからかな

りハードルは高い。 
 
・施設の廃止や機能統合などによる影響等について、市民目線で検討する必要

がある。 
 
・検討にあたっては、本市が進める施策と密接な関係があり、局を超えた横断

的課題として、全庁的な検討体制を構築し進めていく必要がある。 
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【今後の取組について】 
・より効果的・効率的な施設の維持・運営や「施設提供サービスからソフト  

な施策サービスへ」の観点から、市民ニーズに応じた利用が可能となるよう、

施設の廃止・転用や機能統合なども含め、活用方策を精査する。 
 
・民間サービスの成長、利用実態、さらには交通利便性の向上などを勘案し、

施設配置のあり方、活用方策等も含め精査する。 
 
・指定管理者制度を導入している施設は、更新時期に合わせて検討する必要 

があり、大きな更新時期である平成 26 年 4 月に向け、予算編成に合わせて  

25 年を目途に方針を策定する。 
 
・本市の財政状況などを勘案し、使用料等の改定や料金徴収のあり方などの 

検討を進める。 
 
（例えば） 

○スポーツセンターや温水プールなど 1 区 1 館の施設配置について 
○男女共同参画センター（５館）や総合生涯学習センター・市民学習センタ

ー（５館）など方面別施設について 
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